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資料１ 

１ 

報告第１号 住⺠原案による地区計画の申出について    （令和３年度第３回都市計画審議会
報告第６号資料１と同⼀） 

 
 
【概要】 

本件は、古都鎌倉に相応しい、うるおいのある低層住宅地として形成、保全し、住⺠が豊
かに暮らすことのできるまちづくりを⽬標として、令和３年６⽉ 17 ⽇付けで住⺠から、都
市計画法第 16 条第３項及び鎌倉市まちづくり条例第 21 条第１項に基づく地区計画の住⺠
原案の申出がなされたものです。 
 
【地区計画とは】 

地区計画は、建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、⼀体としてそ
れぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、及び
保全するための計画です。 

 
【鎌倉市内の地区計画】 

市内では、現在 11 箇所、約 58.7 ヘクタールの地区計画を都市計画決定しており、直近で
は、平成 31 年２⽉に⼤平⼭丸⼭地区地区計画を変更しています。 
 

⼩町⼆丁⽬ 
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位置図

ＪＲ鎌倉駅

商業地域

（400/80）

鎌倉景観地区

鎌倉市小町二丁目386番１ほか

第一種低層住居専用地域

（80/40）

鎌倉景観地区

高さ制限10ｍ

資料２

宇都宮辻子幕府跡文化財包蔵地

共同住宅計画区域

（約2,000㎡）

自主まちづくり計画区域、

かつ、地区計画申出区域

第一種中高層住居専用地域

（200/60）

鎌倉景観地区

高さ制限15ｍ

（令和３年度第３回都市計画審議会報告第６号資料２に

蔵文化財包蔵地を加筆）
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地区計画計画地における地域地区等 

 

１ 地域地区等 

【区域区分】市街化区域 

【用途地域】第一種中高層住居専用地域（建ぺい率 60％、容積率 200％） 

【地域地区】準防火地域 

鎌倉景観地区（高さの最高限度 15m、旧市街地の住宅地） 

【都市マスタープラン】 

旧鎌倉低・中層住宅地（土地利用の方針） 

旧市街地の住宅地（類型別土地利用の方針） 

鎌倉中央地域（地区別方針） 

【立地適正化計画】 

都市機能誘導区域外、居住誘導区域内 

【自主まちづくり計画】 

鎌倉宇都宮辻子幕府跡周辺地区自主まちづくり計画 

 

２ 用途地域の変遷 

昭和 27 年 ４月 14 日～  住居地域 

（建ぺい率及び容積率は、建築基準法に基づく） 

昭和 48 年 12 月 25 日～  第二種住居専用地域（建ぺい率 60％、容積率 200％） 

平成 ８年 ５月 10 日～  第一種中高層住居専用地域 

（建ぺい率 60％、容積率 200％） 

 

３ 地域地区等の指定・策定 

昭和 62 年 10 月 16 日～  準防火地域 

平成 20 年 ３月 １日～  鎌倉景観地区（旧市街地の住宅地） 

※高さの最高限度 15m 

平成 31 年１月 23 日～  鎌倉宇都宮辻子幕府跡周辺地区自主まちづくり計画 

※主な制限内容は、建築物の階数、高さを２階建て以下、 

９ｍ以下としたもの 

平成 31 年 ４月 11 日   自主まちづくり協定締結 

                           ※自主まちづくり計画と内容は同じ 
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鎌倉都市計画地区計画の決定（鎌倉市決定） 
 

都市計画小町二丁目地区地区計画を次のように決定する。 

 

名称 鎌倉宇都（津）宮辻子幕府跡周辺地区地区計画 

位置 鎌倉市小町二丁目地内 

面積 約 0.9 ha 

地区計画の目標 

 鎌倉時代の政庁がおかれた地である宇都宮幕府辻子に位置

し、民衆が暮らす中心地であった本地区を古都鎌倉に相応し

い、うるおいのある低層住宅地として形成、保全し、住民が豊

かに暮らすことのできるまちづくりを目標とする。 

区
域
の
整
備
・
開
発
及
び
保
全
の
方
針 

土地利用の方針 

当地区は、社寺等の歴史的遺産と一体となった低層低密で緑

豊かな落ちついた雰囲気を持つ戸建て住宅を主体とした低層

住宅地と位置付け、建築物の用途の規制、高さの制限等により

閑静で良好な住環境の形成及び維持・保全を図る。 

緑化の方針 
緑あふれ、潤いのある住環境を形成するため、敷地内におい

ては緑化を図るよう努める。 

地区施設の整備の方針 
地区内道路は、安全な車両の通行を確保するように維持・保

全を図る。 

建築物等の整備の方針 

閑静なゆとりのある低層住宅地を形成するため、建蔽率、容

積率、建築物の用途、高さ、意匠及び形態について明確な規制

誘導をする。 

  

（令和３年度第３回都市計画審議会 

報告第６号資料４と同一） 
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地
区
整
備
計
画 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

建築物等の用途の

制限 

次の各号に掲げる建築物以外の建築物を建築してはならな

い。ただし、地区計画の決定の告示日に、現に存する建築物並

びに現に建築、大規模の修繕及び大規模の模様替の工事中の建

築物がこの規定に適合しない場合においては、当該建築物の建

築、大規模の修繕及び大規模模様替に対しては、当該規定は適

用しない。 

（１）住宅、共同住宅及び長屋 

（２）前号の建築物に附属するもの 

建築物の容積率の

高限度 
120％ 

建築物の高さの

高限度 

建築物の高さは 8.2ｍ、軒の高さは 6.8ｍをそれぞれ超えな

いものとする。 

ただし、地区計画の決定の告示日に、現に存する建築物並び

に現に建築、大規模の修繕及び大規模の模様替の工事中の建築

物（以下、「従前建築物」という。）がこの規定に適合しない場

合においては、次に掲げる範囲内において行う建築、大規模の

修繕及び大規模模様替については、この限りでない。 

（１）従前建築物の同一敷地であること。 

（２）従前建築物の高さを超えないこと。 

建築物等の形態又

は色彩その他の意

匠の制限 

１ 建築物等の形態 

(１) 階数は地階を除き２以下とする。 

(２) 屋外広告物等については、設置はしないものとする。 

 

２ 建築物の色彩 

(１) 壁面及び屋根の基調色は、色相がＲ,ＹＲ, Ｙの場合

は彩度４以下、その他の色相は彩度２以下とする。 

(２) 屋根の基調色は明度６以下とする。 

但し、物置及び車庫はこの限りではない。 

 

「区域、地区の区分の配置は計画図表示のとおり」 

 

理  由 

 別紙理由書のとおり 
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（令和３年度第３回都市計画審議会
　追加資料と同一）
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【今後の⼿続フロー】 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

神奈川県との事前相談（令和 3 年 10 ⽉ 13 ⽇、12 ⽉ 3 ⽇） 

鎌倉市⼟地利⽤協議会（令和４年３⽉ 17 ⽇、10 ⽉ 18 ⽇） 
（鎌倉市まちづくり条例施⾏規則第 21 条第２項） 

都市計画⼿続開始 

地区計画を決定する必要性の市⻑判断・申出⼈への通知 
（鎌倉市まちづくり条例第 22 条第３項） 

（鎌倉市まちづくり条例施⾏規則第 25 条） 
（鎌倉市まちづくり条例施⾏規則第 21 条第１、４項） 

（都市計画を必要とする場合） 

（令和３年度第３回都市計画審議会 
報告第６号資料５に⼀部加筆） 



令和３年度都市計画審議会（令和4年1月21日)報告時の主な意見と対応方針

都市計画審議会での主な意見等 意見への対応方針

1
審議会： この場所は、県の埋蔵文化財包蔵地ですので範囲内を示す必要が

ある。

資料追加をした。

2

事務局： 区域内での埋蔵文化財の発掘調査が行われているか否かについ

て、発掘調査が行われた可能性がありますので、確認をいたしまして、ご

報告はします。

地区計画区域内では、掘立柱建物や柱穴列、井戸、土坑などの

遺物が確認されている（調査1箇所のみ H18年）。

3
審議会：少なくとも重要事項説明書に出てくるような案件は精査して住民

にお示し、十分に住民にも周知していただきたい。

資料作成をした。

4

審議会：地区取りが、それなりのまとまりはありますが、見ようによって

は、かなりゲリマンダー的にはなっているということもあるので、都市計

画として決めることが適切かどうかということが都市計画審議会側から決

めなければいけない事項ではないかと思う。

現地を確認したところ、区域取りは道路や隣地境界、筆界で区

切られており、事務局としては住民の原案を尊重することとし

た。

5

審議会：鎌倉らしい街並みが残っている場所であり、それをスポット的に

残したいという機運が上がっているため、ジグソーパズル的にこれがで

き、隣に波及するような、ダイナミックに鎌倉の都市計画が変わるのも、

21世紀的なあり方ではないか。

6

審議会：提案型の地区計画であるので、難しいが、できる範囲で、なるべ

く良い形になるように、ご指導ができればと思っているところである。

7

審議会：街区単位であるといった形にはなっていません。もし、ここでの

地区計画の内容が本当にこの地域にとって必要不可欠なものであるという

ことであれば、一中高の建蔽率 60 パーセント、容積率 200 パーセントの

用途地域が指定されているところが、すべて同じ制約の中にあるべきと考

えられる。隣接しているところについても同様のものを推進していくとい

う立場を市として取っていくという形で伝わっていくと思う。

8

審議会：一中高にあたるこの地域、この表通りは若宮大路で商業地域、こ

の裏側をいきなり一低層よりも厳しい高さ制限かけるというのは日本の都

市計画の体系から言えば非常に特殊なものという形である。

この地区はこれまで景観計画などで議論があった中で、ようやく高さ 15

メートルというところで決着している状況である。

そこをさらにというところであれば、非常に時間のかかる議論である。

全体はやむを得ないとしても、少なくともここは、スポット的な、この範

囲だけでもぜひ昔ながらの良さを残したいということが鮮明になってきて

いる。

今後、法定手続にあわせ、区域内の権利者には市が決定権者と

して、丁寧に説明していく。

ただ、一方で、マンションを建てようという事業者が土地を買い、企画も

出して、まちづくり条例で検討した後から地区計画が出てくるということ

がどうなのかという話である。そういう案件は全国色々あり、鎌倉の場

合、どうしていくべきなのか事業者を含め、あるいは、地区外の住民の方

の意見も含め、あるいは市民全体のご意見も含め、正式な勉強会等をしっ

かりとやって、いろいろな方からのご意見を伺ったうえで、都計審として

も議論をしていくことになるのだと思う。

地区計画は上物のことばかり規制すると考えられがちですので、その狭隘

道路をどうするかとか、敷地割をどうするかということも考えなければい

けないと思う。

15

住民の原案を尊重することとするが、再度、都市計画審議会の

意見を聴取する。

資料７
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